
―こんな悩みはありませんか― 

○基本三法(民法・行政法・地方自治法)の知識は直接自治体の仕事に必要だと思うが、分厚いテキストを一人で

読み切れない。 

○基本三法の知識は自治体の仕事の根拠となる応用的な法律を理解するのに必要だと痛感しているが、あまり時

間をかけられない。 

―こんなアイデアがあります― 

○基本三法はそれぞれ膨大で抽象的な事項の学習が必要です。だから初めは重要事項に絞り、具体的事例によっ

て学習することが効果的です。 

○基本三法は互いに不足する部分を補い合う関係にあります。だから初めは横断的に学習することが効率的です。 

自治体の仕事で失敗することのないように、 

民法・行政法・地方自治法の重要事項を事例によって横断的に短時間で学びましょう！ 

２０１９年２月１日

実 施 要 領 

日 時：２０１９年３月８日（金）１０時００分～１７時００分 

            ※９時４０分より受付を開始します。

会 場：一般社団法人 日本経営協会 関西本部 セミナー室

（大阪市西区靭本町 1-8-4 大阪科学技術センター ）  

参加料：本会会員（１名） ２１，６００円（消費税含む） 

一   般（１名） ２７，０００円（消費税含む） 

定 員：４０名（ 定 員 にな り次 第 締 め切 り ます 。 ） 

－申込方法について－ 

① 裏面の参加申込書に必要事項をご記入のうえ、郵送または 

ファクシミリにて、下記へお申込みいただくか、 

日本経営協会ホームページのセミナー検索で『基本三法』と検索ください。 

② 折り返し参加券をお送りします。参加申込は参加券の発送にて確認させていただきます。 

③ 未着の場合は必ず前日までに電話でご確認ください。 

＜連 絡 先＞ 

住所：〒550-0004 大阪市西区靭本町 1－8－4  電話：06(6443)6925(直通) ファックス：06(6441)4319 
E - mail ： jgosaka@noma.or.jp U R L ： http://www.noma.or.jp/kansai/index.html

※HP で研修プログラムをキーワード検索できます。

関西本部 公務協力グループ

↓< 会 場 案 内 図 >↓

失敗しないための基本三法横断講座 



【失敗しないための基本三法横断講座プログラム】

時 間 内  容

10：00 

11：45 

12：45 

17：00 

第１章 はじめに 

第２章 委託契約 
１ 委託契約とは何か？ 

・民法の世界 ・地方自治法の世界 
 ２ 自治体は契約の相手方を自由に選べるか？ 

・民法の世界 ・地方自治法の世界 
 ３ 契約の相手方の履行が不十分な場合、自治体はどのような請求がで

きるか？ 
   ・民法の世界 ・地方自治法の世界

昼 食 休 憩 

第３章 補助金 
１ 補助金とは何か？ 

   ・民法の世界 ・地方自治法の世界 
 ２ 補助金の不交付決定を受けた者は自治体に不服申立てができるか？
   ・民法の世界 ・行政法の世界 
 ３ 補助金の交付を受けた者が目的外に流用した場合、住民は誰にどの

ような請求ができるか？ 
・民法の世界 ・地方自治法の世界 

第４章 指定管理者 
１ 「公の施設」の指定管理者とは何か？ 

   ・地方自治法の世界 ・行政法の世界 ・民法の世界 
 ２ 指定管理者から「公の施設」の使用不許可処分を受けた者は、誰に

どのような請求ができるか？ 
   ・行政法の世界 ・地方自治法の世界 
 ３ 「公の施設」の欠陥によって負傷した利用者は、誰にどのような請

求ができるか？ 
   ・民法の世界 ・行政法の世界 ・地方自治法の世界 

第５章 おわりに 

●都合によりプログラムを変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 

キリトリ線

FAX( 06-6441-4319 )もしくは下記内容を

失敗しないための基本三法横断講座 参加申込書 E-mail( jgosaka@noma.or.jp )にてお送りください。

                                                       公務協力 G 宍戸 行

（2019 3/8 開催） 

※参加申込書にご記入いただいた情報は、以下の目的に使用させていただきます。 
 ①参加券の発送などの事務処理 ②本会説明会に関連する情報の提供 ③セミナー・イベントなど左記以外の本会事業の案内 
 なお、③がご不要の場合にはォにチェックしてください。・・・ォ不要 

講師紹介 

奥田 泰章（おくだ たいしょう）

一般社団法人日本経営協会講師 

京都行政実務研究会主宰 

大学法学部を卒業後、関西の市役

所に勤務。退職後、NOMA 関西本部

で自治体法務講座を担当。各地で

自治体法務研修の実績多数。著書

に「自治体職員のための Q&A 住民

監査請求ハンドブック」(ぎょうせ

い)。 


